
○　主文
一　昭和五三年（行ウ）第一五八号事件原告らの同事件の訴えを却下する。
二　昭和五四年（行ウ）第四四号事件原告Ａの同事件の請求をいずれも棄却する。
三　訴訟費用中、昭和五四年（行ウ）第四四号事件について生じた部分は同事件原
告Ａの負担とし、その余は昭和五三年（行ウ）第一五八号事件原告らの負担とす
る。
○　事実
（以下、昭和五三年（行ウ）第一五八号事件及び昭和五四年（行ウ）第四四号事件
原告Ａを「原告Ａ」と、昭和五三年（行ウ）第一五八号事件原告Ｂを「原告Ｂ」
と、また右両事件被告を単に「被告」とそれぞれ略称する。）
第一　当事者の求めた裁判
一　昭和五三年（行ウ）第一五八号事件について
１　原告ら
（一）　被告が原告Ａに対し昭和五三年一一月四日付でしたＣについての保育所措
置変更処分及び原告Ｂに対し同日付でしたＤについての保育所措置変更処分をいず
れも取り消す。
（二）　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
（本案前の答弁）
（一）　本件訴えを却下する。
（二）　訴訟費用は原告らの負担とする。
（本案の答弁）
（一）　原告らの請求を棄却する
（二）　訴訟費用は原告らの負担とする。
二　昭和五四年（行ウ）第四四号事件について
１　原告Ａ
（一）　被告が原告Ａに対し昭和五四年三月二七日付でしたＣ及びＥについての各
保育所入所申請却下処分を取り消す。
（二）　被告が原告Ａに対し昭和五四年三月三〇日付でしたＣについての保育所措
置解除処分を取り消す。
（三）　訴訟費用は被告の負担とする
２　被告
（一）　原告Ａの請求をいずれも棄却する。
（二）　訴訟費用は原告Ａの負担とする。
第二　当事者の主張
一　原告らの請求原因
１　当事者の地位
原告Ａは長男Ｃ（昭和四九年八月一八日生）及び長女Ｅ（昭和五二年三月二五日
生）の保護者として、また、原告Ｂは長男Ｄ（昭和四九年一〇月二五日生）の保護
者として、児童福祉法（以下「法」という。）第二四条により右の各児童の保育委
託をなし得るものであり、被告は法第二四条、
第三条第二項及び東京都板橋区の児童福祉法施行細則（昭和四〇年東京都板橋区規
則第一二号）により同区板橋福祉事務所管内の保育所に児童を入所させる等の措置
権限を有するものである。
２　昭和五三年（行ウ）第一五八号事件関係
（一）　原告Ａは、Ｃにつき昭和五〇年一月二三日付で、原告Ｂは、Ｄにつき昭和
四九年一一月二五日付で、いずれも被告に対し、社会福祉法人あすなろ福祉会設立
のあすなろ保育園（以下「あすなろ園」という。）を第一希望とする保育所入所申
請をし、被告は昭和五〇年三月一〇日付で右第一希望どおりのあすなろ園にＣ及び
Ｄを入所措置する旨の決定をし、右決定に基づき、原告ＡはＣを、原告ＢはＤを、
いずれも同年四月一日以降あすなろ園に在園させて来た。
（二）　ところが被告は、法第二四条に基づき、原告らとあすなろ園との対立紛争
の状況から判断し転園が最も適切であるとの理由により、原告らに対し、いずれも
昭和五三年一一月四日付で、同月一〇日からＣ及びＤの保育所を板橋区立かないく
ぼ保育園（以下「かないくぼ園」という。）に変更する旨の処分（以下「本件各転
園処分」という。）をした。
（三）　しかしながら、本件各転園処分は次のとおり違法である。
（１）　耘園処分は、旧園についての措置解除と新園についての入所措置とを含む



一体としての処分であつて、原告らにとつては旧園との関係で不利益な処分であ
る。かかる不利益処分をするには、本人に告知聴問の機会を与えることが行政手続
における原則であるのに、被告はこのような手続を経ることなく、ただ形式的に転
園を勧告したのみで本件各転園処分をした。従つて、本件各転園処分は手続上違法
である。
（２）　憲法第二五条及びこれをうけた法第二条、第三条、第二四条、第三九条に
よれば、児童の保護者は、一定の要件の下に国又は地方公共団体に対しその児童を
保育所に入所させることを求める権利、すなわち保育請求権を有しており、右権利
には当然施設選択権が含まれているものというべきである。従つて、法第二四条に
基づき市町村長（法第三二条第二項による権限の委任がなされているときは福祉事
務所長）が行なう保育所への入所措置は、保護者が右権利の行使として行なう申請
又は承諾に基づいてなされるべきであり、保護者の意思に反して強制的にその権限
を行使することは許されない。そしてこのことは、
転園処分の性質が前述のとおりである以上、転園の場合も同様である。
原告らは、前記のとおりあすなろ園を第一希望として入所申請をし、右申請に基づ
いてそれぞれの児童があすなろ園に入所措置されていたものであるところ、被告
は、原告らの申請又は承諾もなく、かえつて原告らの転園拒否の意思が明白であつ
たにもかかわらず、本件各転園処分をしたのである。しかしながら、被告には右に
述べたとおり一方的に措置変更する権限はないのであるから、本件各転園処分は違
法である。
（３）　仮に措置変更が被告の裁量処分であるとしても、本件各転園処分は裁量権
の範囲を逸脱し又は濫用してなされたもので、違法である。
３　昭和五四年（行ウ）第四四号事件関係
（一）　前記のとおり原告らに対する本件各転園処分は違法であり、原告ＡはＣを
かないくぼ園に通園させることを拒否し、あすなろ園への就園を要求して来たが、
あすなろ園は〇歳から三歳までの児童しか保育しておらず、Ｃが在園したとしても
昭和五四年三月三一日に同園を卒園することとなるので、原告Ａは、Ｃの卒園を前
提として同年四月以降の保育につき、あらためて同年一月二〇日付で被告に対し、
前記社会福祉法人あすなろ福祉会設立の第二あすなろ保育園（以下「第二あすなろ
園」という。）を第一希望とする保育所入所申請をし、またＥにつき新たに同日付
で被告に対し、第二あすなろ園を第一希望とし、あすなろ園を第二希望とする同年
四月以降の保育所入所申請をした。
（二）　被告は、昭和五四年三月二七日付で原告Ａに対し、Ｃ及びＥは保育所入所
基準に該当しないとの理由で右の各申請を却下する旨の処分（以下「本件各却下処
分」という。）をし、更に同月三〇日付で、Ｃのかないくぼ園への入所措置を同月
三一日限りで解除する旨の処分（以下「本件解除処分」という。）をした。
（三）　しかしながら、Ｃについての本件却下処分及び解除処分は、次のとおり手
続的に違法である。
（１）　Ｃについての入所申請は、実質上は、あすなろ園の卒園を前提とする転園
申請であつたというべきところ、転園申請に対してはその理由の有無のみを判断す
べきであつて、その機会に入所基準に該当するか否かを審査して措置解除をするこ
とは許されない。けだし、入所措置がいつたんなされると、その期間（六か月以内
として定められる。）が経過する毎に、必要に応じて入所措置が更新されていく制
度となつており、その際の家庭状況等の実態調査は、新規の場合と異なり簡易な方
法によることが認められ（東京都民生局作成の「保育措置事務の手引」にその旨記
載されている。）、福祉事務所においては事実上実態調査を行なつていなかつたの
であるから、措置継続されることが強く保障されていたものというべきところ、転
園は保育所を異にするだけで実質上は措置継続と同じであるから、転園申請につい
ての審査において措置継続の場合以上の実態調査が行なわれ、措置解除がなされる
とすれば、施設選択権に基づく転園申請をしたことにより、かえつて不利益な取扱
いを受けることとなり、転園申請ができなくなるからである。
してみると、入所基準に該当しないとの理由によるＣについての本件却下処分は、
判断の範囲を逸脱したものであつて、違法である。
（２）　行政庁が国民に不利益処分をするには、本人に告知聴問の機会を与えるこ
とが憲法第三一条の定めるところであり、仮にそうでないとしても行政手続におけ
る支配的原理となつている。Ｃについてなされていた保育所入所措置は個人に一定
の利益を与えたものであるから、これを解除することは重大な不利益処分であるに
もかかわらず、被告は原告Ａに対し告知聴問をすることなしに本件解除処分をした



のであるから、右処分は違法である。
また、Ｃについての入所申請は前記のとおり実質上は転園申請であつたから、これ
に対する却下処分は実質上入所措置の解除である。従つて、Ｃについての本件却下
処分は右と同様の理由により違法である。
（３）　行政処分には、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制す
るとともに、相手方に不服申立ての便宜を与えるため、理由付記が要請されている
のであつて、このことは法律にその旨の定めがあるか否かにかかわらず、行政手続
上の原理となつている。しかるに本件解除処分には何ら理由を付記していないので
あるから、違法である。
（四）　Ｃ及びＥは、法第二四条所定の「保育に欠ける」児童であり、本件各却下
処分及び解除処分は同条に違反する違法な処分である。
原告Ａは、筑波大学付属盲学校教諭であり、勤務時間は午前八時三〇分より午後五
時まで、通勤所要時間往復八〇分、収入月額約一七万円を得ており、原告Ａの妻Ｆ
は、昭和四六年七月一日から東京教育大学理学部教務補佐員をしていたところ、同
大学の筑波移転を理由として昭和五二年三月三〇日付で解雇され、争議継続中の者
である。右争議活動の実状は、就労闘争の日には朝八時から茗荷谷駅前においてビ
ラ配りをし、同駅及び旧東京教育大学（同大学の跡地は筑波大学が承継し、現にそ
の学校教育部と事務局東京分室が設置されている。）周辺の家へ戸別にビラ入れを
し、その後同大学正門前において集会、演説等を行なうが、Ｆの争議行為はこのよ
うな解雇撤回又は就労のための交渉を要求するだけでなく、多くの人々の理解と支
援を呼びかけるためのビラ書き、定期的な諸会議や集会の準備とその実施、筑波大
学教職員その他国家公務員労働者へのオルグ活動、他の争議団への支援活動も数多
く含まれているのであつて、以上のような活動のためＦは週のうち四、五日は外出
している。
右の次第で本件各転園処分がなされた後は、Ｆの争議行動の間は、原告らが結成し
た「あすなろ保育園でＣくんの生活を保障させる会」（以下「保障させる会」とい
う。）の構成員その他支援者らが交替で朝九時ころから夕方六時まで各自の家又は
その友人の家などを借りてＣの保育を行ない、またＥについては無認可の保育園に
預けている状況である。
以上のような争議の状況は被告においても十分承知していた筈であつて、被告にお
いても原告Ａの家庭の状況からＣの保育に欠ける状態にあることを認めたからこ
そ、本件転園処分をしたのである。そして原告Ａ及びＦの就労状況及び争議活動の
実態は右転園処分当時と異ならず、Ｃ及びＥは引き続き保育に欠ける状態にあつた
ことは明らかで、このことは昭和五四年二月一五日板橋福祉事務所における面接の
際にも説明した。
しかるに、被告はＦの争議状況につき形式的かつ一方的な調査をしただけで十分な
実態調査もせず、入所基準に該当しないとして本件各却下処分及び解除処分をした
のであつて、右の各処分は法第二四条に違反するものである。
４　よつて、原告らは本件各転園処分の取消しを、また原告Ａは本件各却下処分と
解除処分の取消しをそれぞれ求める。
二　請求原因に対する被告の認否
１　請求原因１の事実は認める。
２　同２の事実について
（一）、（二）の事実は認める。
（三）　（１）のうち、転園処分が旧園との関係で措置解除、新園との関係で入所
措置を一体として行なう処分であることは認めるが、その余は争う。
（三）　の（２）、（３）は争う。
３　同３の事実について
（一）　のうち、本件各転園処分が違法であるとの点は争うが、その余は認める。
（二）　は認める。
（三）　（１）のうち、Ｃについての入所申請が実質上転園申請であつたこと（但
し、かないくぼ園からの転園である。）更新の際の調査については簡易な方法です
ることができる旨「保育措置事務の手引」に記載されていることは認めるが、その
余は否認する。
（三）　の（２）及び（３）は争う。
（四）　のうち、原告Ａが筑波大学付属盲学校教諭の職にあること、Ｆが昭和四六
年から東京教育大学理学部教務補佐員として勤務していたところ、昭和五二年三月
三〇日付で解雇されたこと、本件転園処分は被告がＣを保育に欠けると認めて行な



つたこと及び昭和五四年二月一五日板橋福祉事務所の職員が原告Ａに面接したこと
は認めるが、Ｆの争議の実状が本件転園処分後も変りがなかつたとの点、右面接の
際原告Ａがその実状を説明したとの点及び被告が十分な調査をしなかつたとの点は
否認し、その余は不知。
４　請求原因４の主張は争う。
三　被告の主張
１　本件各転園処分の取消しを求める訴え（昭和五三年（行ウ）第一五八号事件）
について、本案前の主張
（一）　あすなろ園は、〇歳児から三歳児までの児童を保育し、かつ三歳児までの
児童しか保育できないので、四歳児に達した児童は卒園し、他の保育所に新たに入
所措置しなければならないところ、Ｃ（昭和四九年八月一八日生）及びＤ（昭和四
九年一〇月二五日生）はそれぞれ昭和五三年八月一八日及び同年一〇月二五日に満
四歳となつたので、そのままあすなろ園に在園したとしても昭和五四年三月三一日
限りで同園における保育期間は満了し、他の保育所に措置されることになる。
（二）　してみると、昭和五四年四月一日以降はＣ及びＤはあすなろ園に戻つて保
育を受けることはできないから、本件各転園処分の取消しを求める法律上の利益は
なく、かかる処分の取消請求は許されない。
２　本件各転園処分がなされた経緯及びその適法性について
（一）　被告は、請求原因２（一）記載の入所措置決定により、Ｃ及びＤを昭和五
〇年四月一日からあすなろ園に入所させたところ、同園は昭和五三年九月一六日被
告に対しＣ及びＤの保育の受託拒否の申出をして来たものであつて、このような事
態に至つた経緯は概ね次のとおりである。
（１）　原告Ａは、Ｃのあすなろ園での保育にあたり、Ｃが蛋白質に対するアレル
ギー体質のため同園で出される給食のうちアレルギーを引き起こす食品（乳製品、
卵、大豆等）を与えないよう求め、仮に与えるとしてもその与える方法について入
園当初の昭和五〇年四月から同年一一月ころまで幾度となく、かつ何種類もの食品
について指示したので、その都度同園では、Ｃのために特別にそれらのアレルギー
を起こす食品を避けた給食を作り、対応して来た。しかし、原告Ａの、アレルギー
を起こす食品についての指示の仕方は、Ｃの湿疹の有無だけを根拠とするものであ
つて、医師の指導に基づくものではなく、かつ指示する食品の種類があまりにも多
かつたので、その度に同園の園長及び保母らと原告Ａと間に言い争いが絶えず、ま
た丁度このころ、Ｄを母乳で育てることを同園に申出て拒否された原告Ｂが原告Ａ
に同調して、同園と対立した。
（２）　このようにＣのアレルギー体質に応じた給食をめぐつて同園に感情的な不
満を抱いた原告らは、同園の父兄以外の第三者とともに「保障させる会」を結成
し、同園に対する妨害を始めた。すなわち、
（１）　原告らは、昭和五一年一一月二八日及び同年一二月四日同園の経理に不正
な点があるとして約四〇名の「保障させる会」の構成員とともに園長及び保母を長
時間にわたつて糾弾し、Ｃの給食をめぐる問題と不正経理について謝罪の趣旨を含
む確認書を無理やり書かせた。
（２）　原告らは、昭和五二年九月ころより、同園の職員会議を傍聴中、発言を求
めて騒ぎ出し、保母を追いかけ、脅かすなどしたため、以後職員会議は五か月にわ
たり混乱し、中止せざるを得なくなつた。
（３）　原告らは、「保障させる会」の構成員とともに同園の保育室に無断で侵入
し、園児を保育している保母に罵声を浴びせ、ビラの受取りを強要し、逃げる保母
を追いかけ回し、保育室内を騒然とさせたことがしばしばあつた。
（４）　原告らと「保障させる会」の構成員は、入、卒園式、運動会、遠足等の行
事の際、演説やシユプレヒコール等を繰り返し、保母を追いかけ回し、他の園児の
保護者と言い争いをし、場内を騒然とさせるなどしたため、
同園はこれらの行事を中止せざるを得なかつた。
（５）　原告らと「保障させる会」の構成員は、保母が同園舎内にいるときばかり
でなく、帰宅途中の保母を待ち伏せ、いやがらせをし、逃げる保母を追いかけ回
し、更には保母の自宅にまで押しかけ、同様のいやがらせをした（このような執拗
な妨害にたまりかねた保母数名が退職を決意するに至つたため、同園ではその補充
を得られる見込みもなかつたところから、昭和五三年四月から入園する園児の募集
定員を削減した。）。
（６）　原告らは、昭和五三年二月二五日「保障させる会」の構成員三名ととも
に、保育時間中、同園の保育室に侵入しようとし、これを阻止しようとした保母Ｇ



に暴行を加え、同人に全治二週間の加療を要する傷害を与え、更に保母Ｈにも約一
週間の加療を要する傷害を与えた。その他、原告らは、同年九月にも同園の保母
四、五名にそれぞれ約一週間の加療を要する傷害を与えた。
（７）　原告らの同園や保母に対するいやがらせ、暴力行為等は、昭和五三年六月
以降特に激しくなり、同園の内外で度々「保障させる会」の構成員とともにマイク
で演説、シユプレヒコールを繰り返し、近隣住民にも迷惑をかけ、これらの住民と
もつかみ合いのけんかをした。なお、原告らは、シユプレヒコールを行なう際、同
人の幼児らにも保母を攻撃する言動をとらせた。
（３）　保育園での園児の保育は、保護者の協力、保育園と保護者と１の相互信頼
の上に立つてなされなければならないにもかかわらず、原告らは、右に述べたよう
な園や保母への攻撃によつて正常な保育業務を妨害するだけでなく、あすなろ園の
登園時間、降園時間を守らないことは度々であつたし、Ｃがとびひにかかつたとき
も、同園では他の園児に伝染する恐れがあるため、医師の治癒証明があるまで園内
に入るのを拒絶したにもかかわらず、医師の証明を見せずＣを園内に無理に入れよ
うとしたりした。
（４）　あすなろ園は、当時〇歳児から三歳児まで合計四四名の園児を保育してい
たが、以上のような原告ら及び「保障させる会」の構成員の行為により、同園の園
児は必要な睡眠がとれず、ミルクを吐いたり、飲まなくなつたりし、情緒が不安定
になり、また、園の庭や外に出して遊ばせることもできなかつたり、運動会や遠足
等の行事も行なえないため、園児の発育に様々な悪影響があらわれるとともに、近
隣住民にも多大の迷惑をかけ、
また、原告ら自身の子の人格形成の上でも悪影響が出て来た。
（５）　以上のような原告らの保育妨害にたまりかねたあすなろ園は、昭和五三年
九月一六日被告に対し、Ｃ及びＤの受託拒否の申出をして来たのである。
（二）　被告は、右の経緯から原告らとあすなろ園との間による自主的解決は無理
であると判断し、同園の運営を早急に正常化して保育業務が適正に行なわれるよう
にするため、Ｃ及びＤが保育に欠ける状態にあるとの認識の下に転園処分を考え、
転園先の保育園として、Ｃに対してあすなろ園で行なつていたアレルギー用の特別
給食が実施でき、またＣ及びＤについて特別保育が実施できて、更に原告らの居住
地に近い区立保育園としてかないくぼ園を選定した。そして被告は、職権による転
園措置をする前に、昭和五三年一〇月二三日付の文書によつて原告らに転園を勧め
たが、何らの回答も得られなかつたので、同年一一月四日付で原告らに対し本件各
転園処分をした。
（三）　右処分は、あすなろ園との関係でいえば措置解除、かないくぼ園との関係
でいえば入所措置を含む処分を渾然一体として措置の変更（転園）という形でした
もので、法第二四条に基づくものであるところ、同条は措置権者の義務として、保
護者の申請の有無にかかわらず、保育に欠けると認めた児童に対しては必ず保育所
への入所措置その他適切な措置をとらなければならないものとしているのであり
（児童福祉法施行規則（昭和二三年厚生省令第一一号、以下「規則」という。）第
一九条第三項）、従つて、措置権者は保護者の承諾がなくても入所措置をとること
ができ、その保育所について保護者の希望に拘束されるものではないものというべ
きである。そしてこのことは転園措置にもあてはまるのであつて、いつたん希望の
保育所に入所措置されている場合でも、合理的な事由がある場合には転園措置をす
ることは許されるものというべきである。
本件の場合、被告が調査したところによれば、（１）あすなろ園との紛争が原告ら
の行為に起因している、（２）原告らの行為により同園の運営、保育業務が阻害さ
れている、（３）原告らの子供を含め園児に憂慮すべき悪影響を与えている、
（４）紛争に嫌気がさして同園から転園を希望する保護者及び児童が出て来た、
（５）原告らと同園との間に保育に必要な信頼関係が欠如している、等の事実が判
明し、これらの事実によれば、あすなろ園の受託拒否は法第四六条の二所定の「正
当な理由」があり、このまま放置すれば同園の運営の正常化、保育業務の適正化を
図ることができず、園児に与える悪影響も除去できないと判断したため、本件各転
園処分を行なつたものである。
（四）　以上のとおりであつて、本件各転園処分には何ら違法はない。原告らは、
その申請又は承諾に基づかないでされた本件各転園処分の違法を主張するが、これ
が理由のないことは以上述べたところから明らかであるし、裁量権の逸脱又は濫用
の主張が理由のないことも明らかである。
３　本件各却下処分及び解除処分がなされた経緯並びにその適法性について



（一）　原告Ａは、Ｃにつき右のとおり本件転園処分を受けたのにＣをかないくぼ
園に通園させないでいたところ、昭和五四年一月二〇日付で被告に対し請求原因３
（一）記載のとおりＣ及びＥにつき保育所入所申請をした。
（二）　ところで、毎年四月には学齢に達した児童の小学校入学、既措置児童の年
齢の上昇、転居、保育園の新設、定員増等により、年度途中に比して多くの児童に
ついて入所措置をとることが可能となるが、被告は毎年四月に入所を希望する者の
入所措置を次のような手続で行なつている。すなわち、前年の一〇月に管内各保育
園に対して四月時における新規受入れ可能児童数を照会し、これを取りまとめて前
年の一二月に区の広報紙によつて各保育園別の募集人員として区民に周知させる。
そして翌年一月に、四月時の入所申請を受け付け、二月から三月にかけて当該児童
の家庭の状況、特に母親の労働形態、家庭環境、その他の状態等の実態調査を行な
つたうえ、当該児童の保育に欠ける事由及び保育に欠ける程度を「児童福祉法によ
る保育所への入所の措置基準について」（昭和三六年二月二〇日児発第一二九号、
厚生省児童局長通達。以下「国の入所措置基準」という。）及び「児童福祉法によ
る保育所への入所の措置基準について」（昭和四七年四月一五日付四七民児保発第
一四二号、東京都民生局長通知。以下「都の入所措置基準」という。）によつて判
断し、三月に保育所入所措置決定を行なつている。
（三）　そこで被告は、原告Ａの右申請に基づき審査したのであるが、Ｃ及びＥに
つき、保育に欠けるものとは認められなかつたのであつて、その根拠は次のとおり
である。
（１）　原告ＡがＣ及びＥの保育所入所を希望する理由は、妻Ｆが筑波大学で争議
中であるため子供らの保育ができない場合にあたるというのであつたところ、先ず
被告の所部職員は昭和五四年二月一五日板橋福祉事務所において原告Ａに面接し、
保育所へ入所を希望する理由について尋ねたが、原告Ａはその回答を一切拒否し
た。
（２）　ところで、Ｃについて本件転園処分がなされたのにＣはかないくぼ園に通
園しなかつたため、被告は、昭和五三年一二月一五日Ｆが以前勤務していた旧東京
教育大学（現筑波大学）に赴き、Ｆの争議状況について調査したところ、Ｆは一、
二名の仲間とともに月に一、二度程度同校に来て、校門の外で約一、二時間騒ぎ、
シユプレヒコールをしていくというのであり、同校ではＦとの争議交渉は一切して
いないとの事実が判明したのであるが、なお念のため、被告は昭和五四年三月二四
日再度筑波大学におけるＦの解雇撤回争議の状況について調査したところ、Ｆは同
年一月から三月にかけて三、四名の仲間の者とともに、毎週土曜日、同校に行き、
校門の外で騒ぎ、シユプレヒコールを行なうだけで、同校と争議交渉を行なつてい
るわけではないことを確認した。
右のようなＦの状況を国の入所措置基準及び都の入所措置基準に照らしてみると、
そのいずれにも該当しないことが明らかであつた。
（３）　被告は、この間、昭和五三年一二月二〇日、昭和五四年一月二三日及び同
年三月八日の三回にわたり、書面をもつて原告Ａに対し、Ｃをかないくぼ園に通園
させるよう勧告したが、原告Ａからは何らの意思表示もなく、依然としてＣを同園
に通園させなかつた。
また、原告Ａが板橋福祉事務所に来所した際、被告からＣをかないくぼ園に通園さ
せるよう申し向けても、原告Ａは、希望しないかないくぼ園には通園させないと言
明した。
以上のとおり、Ｆの争議の状況が国及び都の入所措置基準に該当しないこと、原告
ＡがＣを四か月余りもかないくぼ園に通園させず、今後も同園に通園させる意思が
なく、同園に通園させない合理的理由も存しないこと（前記のとおり、同園ではＣ
に対するアレルギー用の給食が実施可能であるし、特例保育も実施可能であり、原
告Ａの居住地から十分通園可能な距離にある。）からして、被告はＣ及びＥが保育
に欠けるものとは認められないと判断し、本件各却下処分をしたのである。
（四）　また、以上の事由に加え、かないくぼ園に昭和五四年四月入所を希望する
Ｃと同じ四歳児が一五名あり、それに対し同園で受け入れることのできる児童の数
は二名しかなかつたので、右のような事情にあるＣについて措置を継続すること
は、他の真に保育を要する児童を放置するという公共の利益に反することとなるの
で、Ｃにつぎ本件解除処分をしたのである。
（五）　以上のとおりであるから、本件各却下処分及び解除処分は法第二四条に照
らし何ら違法ではない。
また、原告Ａは手続上の違法を主張するが、この主張が理由のないことは、次のと



おりである。
（１）　原告Ａは、Ｃについての入所申請が実質上は転園申請であるのに、被告が
右申請に対して実態調査を行ない、保育に欠けるか否かを判断したのは違法である
と主張する。
しかしながら、被告は、従来から実質的に転園申請にあたる保育所入所申請に対し
ても新たな入所申請の場合と同一の実態調査を行なつて入所の可否を決定していた
のであり、原告Ａの右申請に対してした実態調査は通常の手続を履行したにすぎな
い。
（２）　原告Ａは、告知聴問の機会を与えないでした処分は違法であると主張す
る。
しかしながら、法には措置解除処分をするにあたり告知聴問の機会を与えなければ
ならない旨の規定は存しないから、右主張は理由がない。
（３）　また、原告Ａは、本件解除処分には理由が付記されていないから違法であ
ると主張する。
しかしながら、法及びその付属施行令、規則には解除処分の通知に理由の記載を要
求した定めはないし、本件解除処分の通知書には、その根拠法条として法第二四条
が掲げられているから、これによつて、解除処分の理由が保育に欠けていないもの
と認定したことにあることが理解できた筈である。
四　被告の主張に対する原告らの認否及び反論
１　本案前の主張について
（一）　被告の主張１（一）の事実は認めるが、同（二）の主張は争う。
（二）　なるほど、本件各転回処分が取消されてもＣ及びＤがあすなろ園に復帰す
ることはできないが、その場合、同園への入所措置が継続し、昭和五四年三月三一
日までＣ及びＤは同園に在園していたことになるのであつて、原告らは同園を卒園
したＣ及びＤについて希望の保育園の入所措置申請手続をとることができた筈であ
る。ところで、右申請は、形式は新園への入所措置申請であるが、新規の入所措置
とは異なり、在園児の入所措置継続の場合と同様であり、この場合の調査の方法は
前記のとおりであるから、いつたん入所措置がなされると措置継続は既得権ともい
うべきものになつている。従つて原告らは、あすなろ園を卒園したＣ及びＤにつ
き、既得権として原告らの希望する新園に入所措置申請をすることができ、被告は
その新園に入所措置をすべき義務が生じていたことになる。本件各転園処分が取消
された場合、原告らは遡及的に右権利を行使し得るのであつて、原告らには右処分
の取消しを求める訴えの利益がある。
２　本件各転園処分がなされた経緯及びその適法性の主張について
（一）　認否
被告の主張２（一）の冒頭の事実は、あすなろ園が受託拒否の申出をしたとの点は
不知、その余は認める。
同２（一）（１）のうち、Ｃが蛋白質に対するアレルギー体質のため、原告Ａがあ
すなろ園に対してアレルギーを引き起こす食品を与えないよう要求し、仮に与える
としてもその方法について指示したとの点及び原告ＢがＤを母乳で育てることを同
園に申出て拒否されたとの点は認めるが、その余は争う。同園では原告Ａの指示に
よりその都度特別の給食を作り対応したというが、別の献立による給食が実行され
たのは昭和五二年一二月一八日以降であり、また、原告Ａの指示は医学書を頼りに
自らの子供の状態を把握したことに基づくもので、恣意的なものではない。
同２（一）（２）の冒頭の事実中、原告らが「保障させる会」を結成したことは認
め、あすなろ園に対する妨害を始めたとの点は否認し、その余は争う。
同２（一）（２）の各項のうち、（１）は、原告ら主張の日に確認書が作成された
ことは認めるが、長時間糾弾し、無理やり書かせたとの点は否認する。
（２）　は、職員会議の傍聴中発言を求めたことはあるが、その余は否認する。
（３）、（４）の事実は否認する。
（５）　の本文の事実は否認する。保母の自宅に押しかけたというが、担任保母に
話し合いを求めて、同じ町内の自宅に一度行つたことがあるだけである。（５）の
括弧内の事実は、昭和五三年四月からの募集定員を削減したとの点は認め、その余
は不知。
（６）　のうち、原告らが保育室に侵入しようとし、暴行を加えたとの事実は否
認、その余は不知。
（７）　のうち、演説やシユプレヒコールをしたとの点は認めるが、その余は否認
する。マイクは、本件各転園処分前は園の前では使用していない。



被告の主張２（一）（３）は全部争う。原告らが登降園時間を守らないというが、
あすなろ園は、時間について非常にルーズに運営しており、原告らもそれに従つた
に過ぎないし、とびひの点についても、これを理由として預り拒否をした日以前、
同様の症状において数日受託していたのに、突然拒否したのであり、その後医師の
治癒証明を提出したのに、なお受け入れを拒否し続けた。
同２（一）（４）のうち、あすなろ園の受託児童の年齢と児童数は認めるが、園児
の状況については不知。その余は争う。
同２（一）（５）のうち、受託拒否の申出の点は不知、その余は争う。
同２（二）のうち、被告が原告らに転園勧告をしたうえ本件各転園処分をしたとの
点は認めるが、その余は不知。但し、原告らは転園の意思がないことを明白に伝え
た。
同２（三）、（四）は争う。
（二）　反論
（１）　被告は、保護者の承諾がなくても保育所への入所措置をすることができ、
転園の場合も同様であるから、本件各転園処分は適法であると主張する。しかしな
がら、法第二四条及び規則第一九条第二項及び第三項によれば、保育所への入所措
置は、第一次的には保護者等希望者の申請に基づくものであり、第二次的に申請が
ない場合にも措置する義務が市町村長にあるということであつて、後者の場合には
保護者及び児童の意思に反しない限りで入所措置し得るに過ぎないのである。もし
保育所入所について行政庁が法的手続によらず、強制力を行使するとすれば、憲法
第三一条に違反する。そして、保育所入所措置は施設を特定して行なわれる処分で
あり（すなわち、特定の施設と無関係に先ず入所措置がなされ、後に施設が指定さ
れるという性質のものではない。）、保護者及び児童にとつても、どの施設で保育
を受けるかは保育所入所請求権の要素をなすものである。また実態としても、保育
所入所申請書に希望園を記載することとされ、施設の選択を保護者の意思に委ねて
いるのである。以上のことからすれば、被告の主張する如く保護者の希望しない保
育所に入所措置することなどできないのであり、新園との関係で入所措置の性質を
有する転園処分が保護者の申請又は承諾なしにできないことは明白である。
（２）　被告は、あすなろ園の受託拒否は正当な理由があり、本件各転園処分には
合理的理由があると主張する。しかしながら、原告らとあすなろ園との対立の発端
は、園側のアレルギー児に対する差別、排除の保育体制にあるのであつて、原告ら
はアレルギー児に対する給食がなかなか実施されないこと等から同園の経営に不審
をもち調べたところ、同園は保母の定員を満たしていず、貸おむつ代等の名目で不
正な金員を徴収していることが判明したため、Ｃの排除を阻止し、保育体制の改善
を求めるため「保障させる会」を結成し、同園と交渉して昭和五一年一二月一八日
被告主張２（一）（２）（１）の確認書を取り交わしたのである。しかるに、その
後「保障させる会」が右確認書に基づき同園に対し不正経理是正のための話し合い
を求めたのに、同園は拒否し、一方的に確認書による合意を破棄し、恣意的に募集
人員を削減し、またも原告らを排除する態度をとり始めたのである。被告は原告ら
が保育業務を阻害したというが、原告らはＣ及びＤを同園に登園させており、その
際原告らが話し合いを求めるのに対し、園側は一切話し合いを拒否し、暴力で排除
するという対応をしたのであつて、本件各転園処分以前は、原告らは肉声でシユプ
レヒコールをしたり演説をしたに過ぎない。原告らは、被告が主張するように同園
に無断で侵入しようとしたり、保母に罵声を浴びせるとか、追いかけ回わす等の行
為をしたことはない。
このように、原告らとあすなろ園との紛争の原因は、園側の障害児差別、営利的・
抑圧的運営体制、園側の暴力行為等にあるのであつて、紛争が原告らの行為によつ
て引き起こされたかのようにいうのは事実を歪曲したものである。以上のとおり、
あすなろ園の受託拒否には何ら正当な理由はなく、転園処分が許される合理的理由
はない。
３　本件各却下処分及び解除処分がなされた経緯及びその適法性の主張について
（一）　認否
被告の主張３（一）の事実は認める。
同３（二）の事実は不知。
同３（三）のうち、（１）の事実は原告Ａが回答を拒否したとの点は否認し、その
余は認める。（２）の事実はＣがかないくぼ園に通園しなかつたことは認め、被告
が調査したとの点は不知、その余は争う。（３）の事実は原告Ａが通園の勧告を受
けたとの点及びＣを通園させなかつたとの点は認めるが、その余は争う。末尾の主



張は争う。
同３（四）の事実のうち、かないくぼ園の入所希望児童数及び同園の受け入れ可能
児童数の点は不知、その余は争う。
同３（五）の主張は争う。
（二）　反論
（１）　被告は、原告ＡがＣをかないくぼ園に通園させなかつたことをもつて保育
に欠けるものとは認められないと主張する。しかしながら、区立保育園ではこれま
で特別給食を実施したことはないのであり、かないくぼ園には栄養士も配置されて
おらず、Ｃのため特別の献立表が作成されるのか、それはどこで、誰により、どの
ような内容で作成されるのか、原告Ａが改善してもらいたいときはどのようにすれ
ばよいのか、等の点が全く不明であり、このような心配を解消する保障が何もなか
つた。このように、給食体制の整つていないかないくぼ園にＣを通園させた場合、
再びＣのアレルギーが悪化するおそれがあり、やむなく原告Ａは原告らを支援する
人々にＣの保育を託していたのであるから、Ｃを同園に通園させなかつたことをも
つて、保育に欠けるか否かの判断をすることはできない。
（２）　被告は、本件解除処分に関し、原告ＡがＣをかないくぼ園に通園させず、
通園させる意思もないのに措置を継続することは他の措置を必要とする児童を放置
することとなり、公共の利益に反すると主張する。しかしながら、原告ＡがＣをか
ないくぼ園へ通園させないことは確定的なものではなく、四か月にわたる自主保育
と子供の状態から、特別給食体制を再度求め、四月からの通園を考慮していたので
ある。被告は公共の利益をいう一方で、あすなろ園の昭和五三年度募集人員の恣意
的減員を認めているのであつて、Ｃが保育に欠ける児童であり、入所措置を求めて
いる以上、その利益が守られるべきであり、他の児童の措置はこれに優先する利益
ではない。
（３）　また、被告は、措置解除につぎ告知聴問の機会を与えなければならないと
の規定がないというが、具体的根拠条文がないことは何ら理由にならないのみなら
ず、被告は昭和五〇年一二月Ｃを措置解除しようとし、同月一一日付で原告Ａに対
し措置解除予定通知を発し、原告Ａの抗議によりこれを撤回したことがあつた。こ
のように被告は、告知聴問の機会を与えることが法においても遵守されるべき手続
であることを自ら認めていたのであるから、原告Ａにおいても措置解除の場合はこ
のような通知がなされるものと信ずることも当然である。
五　原告らの反論に対する被告の認否及び再反論
前項１（二）の主張は争う。被告が入所措置申請において保護者に希望保育園を聞
くのは、行政上の便宜を図るためであつて、保護者は、希望する保育園に入所措置
を請求する既得権を有するものではない。
同２（二）（１）の主張は争う。右のとおり、被告が保護者に希望の保育園を聞く
のは行政上の便宜を図るためであつて、保護者の希望に拘束されるわけではなく、
保護者の希望しない保育園に入所措置することも可能である。
同２（二）（２）の主張は争う。
同３（二）の（１）、（２）の主張は争う。
同３（二）（３）のうち、被告（但し、当時Ｉ）が昭和五〇年一二月Ｃの入所措置
を解除しようとし、同月一一日付でその旨の通知をしたが、原告Ａの抗議によりこ
れを撤回したことは認めるが、その余は争う。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　当事者の地位
請求原因１の事実は当事者間に争いがない。
二　昭和五三年（行ウ）第一五八号事件について
１　請求原因２（一）、（二）の事実及び被告の主張１（一）の事実は当事者間に
争いがない。
２　そこで先ず、本件各転園処分の取消しを求める訴えの利益の存否について考え
るに、本件各転園処分を取り消すことによつて原告らが得るところの利益は、当初
から右処分がなかつたと同一の状態、すなわち、Ｃ及びＤが昭和五三年一一月一〇
日以降もあすなろ園に入所措置されていたとの法律関係を復活させることにあると
解されるが、右当事者間に争いのない事実によると、仮にそのような法律関係が復
活したとしても、昭和五四年三月三一日の経過により右の法律関係は終了し、Ｃ及
びＤが同園において保育を受けることは不可能となつたことが明らかである。して
みると、もはや本件各転園処分を取り消すことは無意味であつて、その取消しを求



める法律上の利益はないものというべきである。
原告らは、Ｃ及びＤが昭和五四年三月三一日まであすなろ園に在園し、同園を卒園
したとすれば、既得権として希望する保育園に入所申請をすることができた筈で、
本件各転園処分が取り消されれば、この権利を遡及的に行使し得るから訴えの利益
があると主張する。しかしながら、法第二四条に基づき保育所への入所措置がとら
れた児童につき、その後保育に欠ける事情が解消し、同条の措置要件がなくなつた
場合には、もはや保護者が入所措置の継続を求めることができないことは同条の解
釈上当然であり、原告らの主張が、措置要件を欠くに至つた後も既得権として措置
請求をすることができるというのであれば到底採ることはできない。また、法第二
四条の措置権者が行なう入所措置は、保護者の申請の有無にかかわらず行なわなけ
ればならないのであつて（同条及び規則第一九条第三項）、右処分の内容をなすと
ころの個々の保育所の指定についても、実際の運用にあたつては保護者の希望を聞
き、これを尊重することが望ましいにしても、右希望に拘束されるものではないと
解すべく、いつたん入所措置された児童につき保育所を変更する場合も同様に解す
べきである。これを本件についてみるに、原告Ａについては、昭和五四年三月二七
日付で保育所入所基準に該当しないとの理由でＣの入所申請が却下されるととも
に、同月三〇日付でかないくぼ園への入所措置が同月三一日限り解除されたことは
当事者間に争いがなく、これらの処分が違法でないことは後に示すとおりであり、
Ｃは現に入所措置されていないのであるから、原告Ａが現に希望する保育園を選択
する余地は全くない。また、原告Ｂについては、成立に争いのない乙第三六号証、
第三八号証及び弁論の全趣旨によれば、Ｄの入所措置はいつたん解除されたが、昭
和五五年四月一日から再びかないくぼ園に入所措置がとられ、Ｄは現に同園に通園
していることが認められ、従つて原告ＢがＤを他の保育園に転園させたいのであれ
ばその旨の申請をすることが可能であるが、その場合、Ｄが昭和五四年三月三一日
まであすなろ園に在園し、同園を卒園したとされることによつてＤに何らかの特権
的地位が付与され、措置権者が右申請を容れて転園処分をするか否かの判断に影響
を及ぼすことになると解すべき根拠はない。してみると、原告らの主張は理由がな
く、他にＣ及びＤが昭和五四年三月三一日まであすなろ園に在園したとされること
による法律上の利益を肯定すべき事情も見出し難い。
よつて、本件各転園処分の取消しを求める訴えは、その利益がないものとして却下
を免れない。
三　昭和五四年（行ウ））第四四号事件について
１　請求原因３（一）（但し、本件各転園処分が違法であるとの点を除く）及び
（二）の事実は当事者間に争いがない。
２　そこで、本件各却下処分及び解除処分がなされた経緯について検討するに、原
告Ａは筑波大学付属盲学校教諭として勤務し、また原告Ａの妻Ｆは旧東京教育大学
理学部教務補佐員として勤務していたが、昭和五二年三月三〇日付で解雇されたこ
と、しかしＣが保育に欠けるとの認定の下に、被告が本件転園処分をしたこと及び
原告Ａの昭和五四年一月二〇日付の各保育所入所申請において、入所を希望する理
由は、Ｆが争議中であつて子供らの保育に欠ける状況にあるというのであつたこと
は当事者間に争いがなく、原本の存在と成立につき争いのない甲第一号証、第四
六、四七号証、第七六号証の一、二、成立に争いのない乙第二二号証、第二九、三
〇号証、証人Ｆの証言により真正に成立したものと認められる甲第七四、七五号
証、第一四四号証（原本の存在についても肯定できる。）、被告本人尋問の結果に
より真正に成立したものと認められる乙第三一号証の一、二、弁論の全趣旨により
真正に成立したものと認められる乙第一六号証、証人Ｆの証言（但し、後記採用し
ない部分を除く）及び被告本人尋問の結果によれば次の事実が認められる。
（一）　厚生省は、法第二四条に基づく保育所への入所措置の円滑かつ適正な実施
を図るため、昭和三六年二月二〇日付で児童局長名による各都道府県知事及び各指
定都市市長宛通達（児発第一二九号）を発したが、右通達において示された「国の
入所措置基準」の内容は別紙一記載のとおりであり、これを受けて昭和四七年四月
一五日付で発せられた東京都民生局長名による各区市町村長宛通知（四七民児保発
第一四二号）において示された「都の入所措置基準」の内容は別紙二記載のとおり
である。被告は、保育所入所申請がなされた場合、申請にかかる児童の家庭の状
況、特に母親の労働形態、家庭環境等を実地に調査し、右の各基準に則り法第二四
条所定の保育に欠ける状況の有無及び程度を審査していた。
（二）　ところで、Ｆは東京教育大学理学部応用数理学科を卒業した後、昭和四六
年七月一日同大学理学部の教務補佐員として採用されたが、その任用形態は任期を



一日とし、但し任命権者が別段の措置をしない限り昭和四七年三月三〇日まで任用
を日日更新するというのであり、同年四月一日からは翌年の三月三〇日を期限とし
て任用を日日更新し、同月三一日にはいつたん退職して更に四月一日に任用される
形態を繰り返し、同学部応用数理学教室の事務職員として勤務を続けていたもので
あり、Ｆのこのような勤務が前記各基準に照らしＣの保育に欠けるものと認められ
て、Ｃにつき入所措置がなされていた。ところがＦは、昭和五二年三月三〇日をも
つて終る任期の満了を機に同年四月一日からの任用がなされないこととなつたとこ
ろから、これを不当解雇であるとして、その撤回ないし就労のための闘争を始め
た。このようなＦの勤務関係の変更は前記国及び都の入所措置基準に掲げられてい
る保育に欠ける事情の類型に変更を来たすものであり、ことに右類型には母親が争
議中であることは掲げられていないため、被告（当時Ｉ）は入所措置の継続に際し
調査した結果、（１）Ｆは週のうち四日から五日は東京教育大学に行き、残りの二
日位はオルグ活動等をし、日曜祭日も子供を連れて活動に出かけている状態であ
る、（２）日中保育に欠けている時間は午前八時三〇分ころから午後五時ころまで
である、（３）大学の職場には出勤簿があつて本人が押印しており、また机、椅子
などが備えられている、（４）裁判所に訴えるかどうかについては弁護士とも連絡
をとつており、場合によつては裁判手続をとることも考えている、等の調査結果を
得、これらの事実によればＦの争議の状況は都の入所措置基準の７の「特例」に当
たり、指数は最高値一〇に相当するとして、同年一二月二一八日付の東京都民生局
長による承認を得て、その以降もＣのあすなろ園への入所措置を継続した。
（三）　昭和五三年一一月四日付でなされた本件各転園処分は、原告Ａがあすなろ
園に対し、Ｃの蛋白質に対するアレルギー体質を理由として同園で出される給食の
うちアレルギーを起こす食品（乳製品、卵、大豆等）を与えないよう求め、仮に与
えるとしてもその方法につき入園当初から幾度となく、かつ何種類もの食品を指示
し（この点は当事者間に争いがない。）、このような要求ないし指示の仕方とこれ
に対する同園の対応の仕方に端を発し、原告ら及び原告らが組織した「保障する
会」の構成員と同園の園長及び保母らとの対立紛争の状態が深刻となり、ついには
昭和五三年九月一六日付で同園園長が被告に対し、原告ら及びその支援者らの行為
により保育業務が阻害され園児にも様々な悪影響が生じているとの理由でＣ及びＤ
の保育受託を拒否する旨の申出をするに至り、これを受けた被告が、保護者と保育
従事者との間の信頼関係が失われているとの判断の下に、請求原因２（二）のとお
り行なつたものである。右転園処分によつて新たに指定された板橋区立かたいくぼ
園は原告Ａの住所地から直線距離にして約一・一キロメートル余の位置にあり、こ
れはあすなろ園との直線距離（約五〇〇メートル）に比較すればやや遠いものの、
通園することは十分可能な距離であり、また、かないくぼ園においては、被告の指
示によりアレルギー体質児童のための特別給食及び原告Ａから要望のあつた早朝、
夕刻の特例保育についても実施することとしていた。このような一応の受入れ態勢
をふまえて、同園は本件転園処分通知がなされた後原告Ａに対し、円滑な保育の実
施を図るため、できるだけ早く同園に来て話し合いをするよう伝え、そのころＦが
同園に赴いて主任保母と話し合つたが、原告Ａは、同園の受入れ態勢を不満とし、
またそもそも本件転園処分が違法であるとして、Ｃを同園に全く通園させなかつ
た。
（四）　右のような経過から、被告（元Ｊ）はＦの保育に欠ける状況の有無を再検
討する必要を感じ、昭和五三年一二月一五日自ら筑波大学学校教育部（東京教育大
学は昭和五三年三月末日をもつて廃校となり、その跡地は筑波大学学校教育部及び
事務局東京分室が使用している。）に赴き、庶務課庶務係長と面談してＦの争議の
実情について尋ねたところ、（１）Ｆは月に一、二度大学の門前に来て、一、二時
間シユプレヒコール等をして帰る、（２）大学当局はＦを構内に入れず、Ｆ及びこ
れを支援する者らとの交渉には応じていない、（３）大学にはＦの出勤簿や机は置
いていない、との説明を受けた。
（五）　原告Ａからの昭和五四年一月二〇日付入所申請に基づき、被告所部の職員
（Ｋ保護第一係長及びＬ相談係長）は、同年二月一五日板橋福祉事務所において原
告Ａ及びＦと面接し（このような面接がなされたことは当事者間に争いがな
い。）、その保育に欠ける状況、とくにＦの争議の実情について質問したが、Ｆの
争議活動なるものの詳細な内容の説明は得られなかつた。そこで、なお念のため、
右Ｌが同年三月筑波大学学校教育部に電話で問い合わせたところ、Ｆは毎週土曜日
に大学の門前に来て一、二時間程度騒いで帰る外は、（四）の被告が調査したとこ
ろと同じであるとの回答を得た。



（六）　その間、被告は、昭和五三年一二月二〇日、同五四年一月二三日及び同年
三月八日原告Ａに対し書面をもつて、Ｃをかないくぼ園に通園させるよう勧告し、
また原告Ａが板橋福祉事務所に来所した際被告から同様の勧告を受けたが、原告Ａ
はＣを全く同園に通園させなかつた（この項は当事者間に争いがない。）。
（七）　以上の事実関係に基づき、被告は、原告Ａがいうところの争議の実情は、
昭和五二年一二月の調査結果とは大いに異なり、国及び都の入所措置基準のいずれ
にも該当せず、かないくぼ園に通園しない合理的理由もないから、結局Ｃ及びＥに
ついては保育に欠ける状況にはないと判断し、本件各却下処分をした。
（八）　また、昭和五四年四月からかないくぼ園に入所を希望して申請していた四
歳児の数は一五名であつて、その指数別の児童数は次のとおりであり、これに対し
同園への入所可能数は二名（但し、Ｃ及びＤの分を除く）であつた。
指数　　一〇　　九　　八　　七　　六　　　計
人員　　　七　　五　　二　　一　　〇　　一五
ところで、Ｃは都の入所措置基準の番号７の都知事協議による「特例」として入所
措置を継続していた関係上、同年二月二六日付で板橋区長は東京都民生局長宛に、
右のような事態の下におけるＣの措置継続の可否について照会したところ、同年三
月二六日付で、保護者が当該児童を保育所に通所させる等の事実が認められず、当
該児童が保育に欠ける状態にないことが確認された場合には職権により解除するこ
とも差支えないとの回答を得、そこで被告は本件解除処分をした。
以上のとおり認められ、この認定に反する証人Ｆの証言は採用できず、他に右認定
を左右する証拠はない。
３　原告Ａは、本件各却下処分及び解除処分の手続的違法を主張するので、先ず判
断ずる。
一　原告Ａは、Ｃの入所申請は実質上転園申請であり、そのような入所申請に対す
る却下処分は許されないと主張する。
そこで考えるに、法第二四条は保育所への入所措置についてあらかじめ入所期間を
設定すべきことを要求していないが、成立に争いのない乙第一、二号証の各二、第
三八号証、前掲甲第一号証及び被告本人尋問の結果によると、厚生省は児童局長通
達（昭和三六年二月二〇日付児発第一二九号）及び児童家庭局長通達（昭和四四年
一二月二七日付児発第八〇九号）をもつて、入所措置はあらかじめ六か月の範囲内
の期間を定めて行なうものとし、その期限が到来した場合は再調査のうえ、措置理
由があると認められるときは、入所措置を更新するなど適切な措置権の行使に努め
るよう指導していたところ、被告の運用は、Ｃの場合も含めて、入所措置には入所
の期間を明示せず、ただ事務処理上内部的に六か月の期間を設定し、六か月毎に
（通常三月及び九月）措置されている児童の家庭の状況等を調査し、法第二四条の
措置要件を満たしている場合には保護者に対し何の通知をすることなくそのまま措
置を継続し、またもし右の要件を欠くと認めたときは措置解除をする取扱いであつ
たことが認められる。このようにいつたん入所措置がなされた後においても、法第
二四条の要件を定期的に審査することは、保護者の置かれている家庭的又は社会的
状況の変化により、同条にいう「保育に欠ける」事由の存否及び程度が変化するも
のであることに照らせば、入所措置の適正かつ公平な運用を期するため当然のこと
といわなければならない。なるほど、右の各証拠によると、被告は、措置継続の場
合は新規の場合と異なり必ずしも実地調査までは行なわず、簡易な方法による調査
で済ましていることが認められる（東京都民生局作成の「保育措置事務の手引」に
も簡易な方法ですることができる旨記載されていることは当事者間に争いがな
い。）が、それだからといつて、法第二四条の要件が消滅しても措置継続されるよ
うな運用がなされているとは到底認められない。
Ｃについてなされた入所申請が実質上は転園申請であることは当事者間に争いがな
いが、転園申請をすることによつて、右のとおり定期的に行なわれる審査を免れる
ことができるようになるものでないことはいうまでもないところであるし、被告本
人尋問の結果によると、被告は、昭和五四年四月からの入所措置又は措置継続をひ
かえ、一斉に調査をしていた過程の中で、原告Ａからの入所申請に基づいて調査
し、その結果前記のとおり法第二四条の要件なしとしてＣにつき本件却下処分をし
たものであることが認められるのであるから、原告Ａの主張は理由がない。
（二）　原告Ａは、本件解除処分は告知聴問の機会を与えないでされたものである
から違法であると主張する。
しかしながら、法及び規則には、入所措置を解除する場合に保護者に対し告知聴問
の機会を与えることを要求し、又はこれを予定した規定は何ら置かれていないので



あつて、憲法第三一条の適正手続保障の精神が行政手続に推及されるにしても、こ
れを行なうか否かは行政庁の合理的裁量に属するものというべきところ、前段認定
の事実関係、ことに原告Ａは被告から再三にわたりかないくぼ園への通園を勧告さ
れたのにＣを全く通園させなかつたとの事情に照らすと、被告が本件解除処分につ
き告知聴問の機会を与えなかつたからといつて、違法とはいえない。なお、被告は
昭和五〇年一二月あすなろ園に在園していたＣの入所措置を解除しようとし、原告
Ａに対し措置解除予定通知を発したが、原告Ａの抗議によりこれを撤回したことの
あつた事実は当事者間に争いがないが、このことが先例となつて、以後被告が措置
解除をするときはかかる通知を発しなければならないと解すべき根拠はない。よつ
て、原告Ａの主張は理由がない。
また、原告Ａは、Ｃにつき本件却下処分は実質上は解除処分であるとして、同じ理
由による本件却下処分の違法を主張するが、これが理由のないことは右に示したの
と同一である。
（三）　原告Ａは、本件解除処分は理由付記を欠いた違法があると主張する。
なるほど、本件解除処分の通知書である成立に争いのない甲第一〇一号証には「昭
和五三年一一月一〇日付で決定した児童福祉法第二四条の規定による措置をつぎの
とおり解除します。」とあり、解除の理由は記載されていない（被告は右の記載中
に法第二四条が掲げられていることをもつて理由が付されているかのように主張す
るが、右の文脈上これを理由の記載と見ることはできない。）。しかしながら、法
及び規則には措置解除処分に理由を付さなければならない旨の定めはなく、また前
記東京都民生局作成にかかる「保育措置事務の手引」（前掲甲第一号証）には措置
解除通知書の書式が掲げられており、これによると「入所措置解除の理由」を記載
する欄が設けられていることが認められるが、成立に争いない乙第二三号証及び被
告本人尋問の結果によると、右の甲第一〇一号証は、請求原因１掲記の施行細則第
六条、第一二条に基づき被告が定めた様式によるものであることが認められ、この
ような通知書をもつてされた本件解除処分は違法とはいえない。しかも、一般に行
政処分に理由を付すべきであるといわれるところの根拠は、（１）処分庁の判断の
慎重・合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、（２）相手方に不服申立
ての便宜を与えることにあると解されるが、本件の場合、被告は本件解除処分をす
る三日前の昭和五四年三月二七日付でＣについての入所申請を却下する処分をした
が、成立に争いのない甲第九八号証によると、その通知書にはその理由が保育所入
所基準のいずれにも該当しないことにある旨記載されていることが認められるので
あり、この通知書と前掲甲第一〇一号証の通知書とを併わせ読めば、本件解除処分
の理由が奈辺にあるかは十分に窺い知ることができるので、行政処分に理由を付す
べしとする右の必要性を一応満たしているということができる。そうすると、いず
れにしても原告Ａの主張は理由がない。
４　次に、原告Ａは、Ｃ及びＥは保育に欠ける状況にあるのに本件各却下処分及び
解除処分をしたのは法第二四条に違反すると主張するので判断する。
（一）　法第二四条は、保育所への入所措置をすべき要件として、（１）保護者の
労働又は疾病等の事由により、（２）その監護すべき・・・・・・児童の保育に欠
けるところがあると認めるとき、と規定している。そうして右要件のうち、（２）
の「保育に欠ける」とは、現実に保護者がその児童の面倒を見ることができない状
態にあることをいうものと解され、また（１）の要件は、児童を監護し健全に育成
する第一次的責任を負う者はその保護者であり、保護者がその責任を果たすことが
できないとき、国及び地方公共団体がその責任を分担するとの法の原則（法第二条
参照）に照らせば、例示として掲げられている保護者の労働又は疾病の外、これに
類するような社会通念上相当と認められる事由によつて（２）の要件が生じている
場合に限定した趣旨であると解される。もつとも、社会通念上相当と認められる事
由といつても様々な態様があり、これによつて児童の面倒を見ることができず、公
的な助力を必要とする程度にも様々な度合が存するわけであつて、国の入所措置基
準は別紙一記載のとおりその態様を（一）ないし（七）に区分し、これを受けた都
の入所措置基準は別紙二記載のとおり同居の親族その他の者が児童の保育に当たれ
ない場合の母の状況に着目し、右の態様を更に類別化するとともに、必要性の度合
を指数化したものであつて、被告がこれを運用指針として法第二四条の要件の審査
を行なつているのは、
入所措置の適正かつ公平な実施を図るうえで十分合理性があるものというべきであ
る。
（二）　そこでこれを本件についてみるに、被告が昭和五四年三月ころのＦの争議



の実情につきその相手方である筑波大学当局者から調査して得た結果は前記２の
（五）記載のとおりであり、これを要するに、Ｆは週一回位の割合で同大学学校教
育部の門前に来て騒ぐ程度であり、同大学当局としてはＦ及びその支援者らとの交
渉には応じていないというのであつたところ、更にＦの活動の実態について検討す
ると、証人Ｆの証言により真正に成立したものと認められる甲第一一一号証の一な
いし九、第一一三号証の一ないし一八、第一四三号証（第一一一号証の一及び第一
四三号証については原本の存在についても肯定できる。）、被告本人尋問の結果に
より真正に成立したものと認められる乙第三七号証の一、二及び証人Ｆの証言によ
れば、Ｆは、昭和五二年四月以降の任用が行なわれないこととなつたのを不服とし
東京教育大学理学部応用数理学教室の主任教授らに対し、任命権者にＦの採用を上
申するよう要求するなどして様々な交渉を重ねたものの、同年六月に至り、同月八
日の同大学理学部教授会において同年度の非常勤職員の採用上申をする余地はない
との決議をしたからＦについての採用上申はしない旨伝えられ、そのころからは直
接の交渉も途絶えてしまつたこと、そこでＦは、同年一二月ころまでは週四、五回
位支援者らとともに同大学に行つて抗議デモをしたり、座り込みなどをして団体交
渉を求める運動を行なつていたが、次第に大学の構内から実力で排除されるように
なり、そのころから昭和五三年三月ころの間は大学に赴いてする運動の回数は週
二、三回位に減つたこと、更に同年三月末日をもつて同大学が廃校となつてから
は、同大学の跡地を引き継いだ筑波大学学校教育部の門前に週一回位行つて、ハン
ドマイクにより抗議の演説をしたりビラを配付するなどの活動をし、右以外の日に
はビラを作成し、他の組合等に出かけて行つて支援を呼びかけ、自己及び支援者ら
が主催する集会に参加し、これらの活動の準備をし、また他の争議行為を支援する
などの活動を行なつていること、しかしながら、Ｆが筑波大学当局者と直接交渉す
る機会は全くなく、またＦは同大学における地位の回復等を目的とする訴訟等の法
的手段も全くとつていないことが認められる。
従つて、Ｆの活動の実態は、同大学に直接関わりがある部分に限定していえば、被
告の前記調査結果にほぼ合致するのであり、Ｆが同大学の門前に出向いて行く以外
の右認定の活動については、右に掲げた各証拠によつてもそれがＦの同大学におけ
る地位の回復又は新規任用を実現させるためどのような具体的関連性ないし必要性
を有しているのか明確でないし、仮にこれが肯定される活動があるとしても、その
ために実際に家を明けなければならない日が週のうち何日あるのか、等の点は明ら
かでなく、他にこれらの点を確定するに足りる証拠もない。
（三）　ところで、昭和五二年一二月以降におけるＣの入所措置は、前記のとおり
Ｆが争議行為を行なつているとの認定の下に都の入所措置基準の７による「特例」
として継続されて来たのであり、右特例条項（都知事協議）にいう「前各号に掲げ
るもののほか、明らかに保育に欠けると認められる場合」とは、都の入所措置基準
の１ないし６の各場合に比肩し得るような状況にある場合を指すものと解される
が、右に認定したＦの争議活動の実態は、初期の段階はさて措き、解雇後二年近く
を経過した昭和五四年三月当時においては、すでに社会通念上の争議行為からかな
りかけ離れたものになつていたといわざるを得ず、Ｆの状況は右の基準の１ないし
６の各場合に比肩し得る程の事情ではないものというべきである。
もつとも、証人Ｆの証言と同証言により真正に成立したものと認められる甲第一一
七号証の一、第一一八、一一九号証によれば、原告Ａ及びＦは、子供らの面倒を見
ることができない事情がある場合の手当てとして、Ｃについては昭和五四年一月以
降支援者らの協力を得て、自分らに代つてＣの面倒を見てくれる支援者らの日程表
を作成し、この表に基づいてＣの保育を行ない、またＥについては昭和五三年五月
以降同五四年二月まではいわゆる無認可保育園である「共同保育子供の家」に、そ
の後は同じく「なずな共同保育所」に委託していることが認められるのであるが、
Ｆの活動の実態が右に認定したとおりである以上、現実に自ら子供らの面倒を見
ず、これを他に委ねる日が多いとしても、それが社会通念上相当な事由によつて生
じているとは認められない。
してみると、Ｃ及びＥについては法第二四条の入所措置要件を欠くものというべき
であり、
本件各却下処分及び解除処分が同条に違反するとの原告Ａの主張は理由がない。
（四）　なお、いつたん保育所に入所措置された児童について法第二四条の要件を
欠くに至つた場合の措置解除については、児童福祉の理念に照らし弾力的に運用す
る余地も考えられないではない。しかしながら本件の場合、昭和五三年一一月四日
付の本件転園処分によつてＣが新たに措置されたかないくぼ園は、前記２の（三）



のとおり原告Ａ方からは通園可能な位置にあり、被告の指示によつて特別給食、特
例保育の態勢も一応準備していたのであるから、原告Ａとしてはその受入れ態勢に
不安があるとしてもＣを同園に通園させながら不安の解消に努力していく余地もな
いとはいえないのに、数か月にわたり全く通園させず、またその意思もないという
のであり、その他前記２の（六）及び（八）の事実に照らすならば、措置解除処分
もまたやむを得ないところというべきである。
５　以上のとおりであつて、前記２のとおり行なわれた本件各却下処分及び解除処
分に違法の点はない。
四　結論
よつて、原告らの本件各訴えのうち、本件各転園処分の取消しを求める訴え（昭和
五三年（行ウ）第一五八号事件）は不適法として却下し、その余の原告Ａの請求
（昭和五四年（行ウ）第四四号事件）はいずれも失当として棄却すべく、訴訟費用
の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文を
適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　藤田耕三　原　健三郎　揖斐　潔）
別紙一　　　　　　　　国の入所措置基準
児童福祉法第二十四条本文の規定により市町村長（特別区の区域にあつては都知事
とする。）が行なう保育所への入所の措置は、その家庭が次のいずれかの事情に該
当する場合に限り、行なうものとする。
（居宅外労働）
（一）　児童の母親が田中居宅外で労働することを常態としているため、その児童
の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることがで
きないと認められる場合
（居宅内労働）
（二）　児童の母親が日中居宅内で児童とはなれて日常の家事以外の労働をするこ
とを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者
がその児童の保育に当たることができないと認められる場合。ただし、父親がその
業に従事しており、かつ、そのための使用人がいる家庭を除く。
（母親のいない家庭）
（三）　母親の死亡、行方不明、拘禁等の理由により母親がいない家庭であつて、
かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められ
る場合
（母親の出産等）
（四）　母親が出産の前後であり、又は疾病の状態にあり、若しくは心身に障害の
あるため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保
育に当たることができないと認められる場合
（疾病の看護等）
（五）　その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、母親
が居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているため、その児童の保育ができ
ず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認め
られる場合
（家庭の災害）
（六）　火災、風水害、地震等の災害によつてその児童の居室を失ない、又は居宅
を失なわないが破損した場合において、その復旧のためその児童の保育ができない
場合
（特例による場合）
（七）　前各号に掲げるもののほか、それらの場合に照らして明らかにその児童の
保育に欠けると市町村長が認めた事例につき、都道府県知事が承認した場合


